
JP 2015-191663 A 2015.11.2

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】優れた操作便利性を有する折りたたみ式キーボ
ードを有するドッキングステーションを提供する．
【解決手段】上カバーと１１０、ベース１２０と、支持
部材１３０と、スライドアセンブリ１４０と、２つのサ
ブキーボード１５０ａ及び１５０ｂとを含む。ベースは
、シュート１２２及び２つのＬ型ガイド溝１２４ａを有
する。各Ｌ型ガイド溝は、第１ガイド部、屈折点及び第
２ガイド部を有し、屈折点は、第１ガイド部と第２ガイ
ド部を連接する。支持部材の一端は、上カバーに枢接さ
れ、他端は、ベースに枢接される。スライドアセンブリ
は、シュートにスライド可能に配置され、上カバーに枢
接される。各サブキーボードは、対応するＬ型ガイド溝
にスライド可能に配置され、スライドアセンブリに枢接
される。
【選択図】図１（ｃ）
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯型電子デバイスを支持するための折りたたみ式キーボードを有するドッキングステ
ーションであって、
　前記携帯型電子デバイスを配置するため上カバーと、
　第１ガイド部、第２ガイド部および前記第１ガイド部と前記第２ガイド部を連接する屈
折点をそれぞれ有する２つのＬ型ガイド溝と、前記２つのＬ型ガイド溝の間に配置された
シュートとを有するベースと、
　一端が前記上カバーに枢接され、他端が前記ベースに枢接された支持部材と、
　前記シュートにスライド可能に配置され、前記上カバーに枢接されたスライドアセンブ
リと、
　対応する前記Ｌ型ガイド溝にスライド可能に配置され、前記スライドアセンブリに枢接
された２つのサブキーボードと
　を含み、前記上カバーが前記スライドアセンブリを介して前記ベースに相対して回動し
た時、前記スライドアセンブリを連動させて前記ベースに相対してスライドし、前記２つ
のサブキーボードを連動させ、各前記サブキーボードが前記第１ガイド部に沿って前記屈
折点にスライドした時、前記２つのサブキーボードが回動して完全なキーボードに組み立
てられ、前記支持部材が前記上カバーを支持するため、各前記サブキーボードが前記屈折
点から前記第２ガイド部に沿ってスライドした時に、前記上カバーと前記完全なキーボー
ドの間の角度を変更することができる折りたたみ式キーボードを有するドッキングステー
ション。
【請求項２】
　各前記Ｌ型ガイド溝の前記第２ガイド部が、前記シュートに平行である請求項１に記載
の折りたたみ式キーボードを有するドッキングステーション。
【請求項３】
　前記２つのＬ型ガイド溝が、前記シュートを対称線として対称配置された請求項１に記
載の折りたたみ式キーボードを有するドッキングステーション。
【請求項４】
　各前記Ｌ型ガイド溝において、前記屈折点における回転角が直角である請求項１に記載
の折りたたみ式キーボードを有するドッキングステーション。
【請求項５】
　各前記Ｌ型ガイド溝の前記第１ガイド部が、起点および中間点を有し、前記起点が、前
記中間点と前記屈折点の間に位置し、前記上カバーが前記スライドアセンブリを連動させ
て前記ベースに相対してスライドし、各前記サブキーボードを連動させた時、各前記サブ
キーボードが、前記起点から前記中間点を通過して前記屈折点にスライドする請求項１に
記載の折りたたみ式キーボードを有するドッキングステーション。
【請求項６】
　前記スライドアセンブリが、
　前記シュートにスライド可能に配置されたスライド軸と、
　一端が前記上カバーに枢接し、他端が前記スライド軸に連接された枢接部材と
　を含む請求項１に記載の折りたたみ式キーボードを有するドッキングステーション。
【請求項７】
　各前記サブキーボードが、複数の位置決め部を有し、前記ドッキングステーションが、
　ベースに固設され、それぞれ前記２つのサブキーボードに対応する２つの位置決めアセ
ンブリ
　をさらに含み、各前記位置決めアセンブリが、対応する前記位置決め部に選択的に係合
され、各前記サブキーボードを前記ベースに固定させることができる請求項１に記載の折
りたたみ式キーボードを有するドッキングステーション。
【請求項８】
　前記複数の位置決め部が、位置決め孔であり、各前記位置決めアセンブリが、
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　位置決め柱と、
　前記位置決め柱に套設された弾性部材と
　を含み、前記位置決め柱が、前記弾性部材の弾力により、対応する前記位置決め孔の中
に係合された請求項７に記載の折りたたみ式キーボードを有するドッキングステーション
。
【請求項９】
　各前記サブキーボードが、突出部を有し、各前記サブキーボードが、対応する前記突出
部を介して、対応する前記Ｌ型ガイド溝にスライド可能に配置された請求項１に記載の折
りたたみ式キーボードを有するドッキングステーション。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ドッキングステーションに関するものであり、特に、折りたたみ式キーボー
ドを有するドッキングステーションに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　現代の電子製品は常に進化しており、中でも、タブレットＰＣ（tablet PC）やスマー
トフォン（smart phone）といった携帯に便利でメッセージの送受信を即時に行える携帯
型電子デバイスが消費者に広く普及している。
【０００３】
　携帯型電子デバイスは携帯に便利という利点を有するが、使用者が手で持って固定しな
ければならないため、長時間持ち続ける場合には、使用者にとって不便である。また、現
在の携帯型電子デバイスの多くは、タッチパネルを入力インターフェースとして使用して
いるが、タッチ入力方式は、実際の打鍵感を使用者に与えることができないため、打鍵感
を有する実体のキーボードを携帯型電子デバイスに取り付ける必要が依然としてある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述した問題を改善するため、現有の技術は、キーボードを有するドッキングステーシ
ョンを開発している。しかし、現有の技術は、ドッキングステーションの体積を減らすた
めに、通常、ドッキングステーションの中に折りたたみ式キーボードを配置しているため
、使用者がキーボードを使用する時は、キーボードを手動で組み立てなければならない。
また、ドッキングステーションは、通常、支持フレームを取り付けることによって携帯型
電子デバイスのスクリーンとキーボードの間の視角を調整するため、使用者が視角を変更
する時は、支持フレームの位置を手動で調整しなければならない。しかしながら、上述し
たドッキングステーションは、使用者がキーボードを使用する必要があるかどうか、また
は視角を調整する必要があるかどうかに関わらず、いずれもこれらの作業を手動で別々に
行う必要があるため、使用者にとって不便である。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、優れた操作便利性を有する折りたたみ式キーボードを有するドッキングステ
ーションを提供する。
【０００６】
　本発明は、携帯型電子デバイスをドッキングするための折りたたみ式キーボードを有す
るドッキングステーションを提供する。折りたたみ式キーボードを有するドッキングステ
ーションは、上カバーと、ベースと、支持部材と、スライドアセンブリと、２つのサブキ
ーボードとを含む。上カバーは、携帯型電子デバイスを支持するために用いられる。ベー
スは、シュートおよび２つのＬ型ガイド溝を有する。シュートは、２つのＬ型ガイド溝の
間に配置され、各Ｌ型ガイド溝は、第１ガイド部、屈折点および第２ガイド部を有し、屈
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折点は、第１ガイド部と第２ガイド部を連接する。支持部材の一端は、上カバーに枢接さ
れ、他端は、ベースに枢接される。スライドアセンブリは、シュートにスライド可能に配
置され、上カバーに枢接される。各サブキーボードは、対応するＬ型ガイド溝にスライド
可能に配置され、スライドアセンブリに枢接される。上カバーがスライドアセンブリを介
してベースに相対して回動した時、スライドアセンブリを連動させてベースに相対してス
ライドし、２つのサブキーボードを連動させる。各サブキーボードが第１ガイド部に沿っ
て屈折点にスライドした時、２つのサブキーボードが回動して完全なキーボードに組み立
てられ、支持部材が上カバーを支持するため、各サブキーボードが屈折点から第２ガイド
部に沿ってスライドした時に、上カバーと完全なキーボードの間の角度を変更することが
できる。
【０００７】
　本発明の１つの実施形態において、上述した各Ｌ型ガイド溝の第２ガイド部は、シュー
トに平行である。
【０００８】
　本発明の１つの実施形態において、上述した２つのＬ型ガイド溝は、シュートを対称線
として対称配置される。
【０００９】
　本発明の１つの実施形態において、上述した各Ｌ型ガイド溝において、屈折点における
回転角は、直角である。
【００１０】
　本発明の１つの実施形態において、上述した各Ｌ型ガイド溝の第１ガイド部は、起点お
よび中間点を有し、起点は、中間点と屈折点の間に位置し、上カバーがスライドアセンブ
リを連動させてベースに相対してスライドし、各サブキーボードを連動させた時、各サブ
キーボードは、起点から中間点を通過して屈折点にスライドする。
【００１１】
　本発明の１つの実施形態において、上述したスライドアセンブリは、スライド軸と、枢
接部材とを含む。スライド軸は、シュートにスライド可能に配置される。枢接部材の一端
は、上カバーに枢接し、他端は、スライド軸に連接する。
【００１２】
　本発明の１つの実施形態において、上述した各サブキーボードは、複数の位置決め部を
有し、ドッキングステーションは、さらに、２つの位置決めアセンブリを含む。２つの位
置決めアセンブリは、ベースに固設され、それぞれ２つのサブキーボードに対応する。各
位置決めアセンブリは、対応する位置決め部に選択的に係合され、各サブキーボードをベ
ースに固定させることができる。
【００１３】
　本発明の１つの実施形態において、上述した複数の位置決め部は、位置決め孔であり、
各位置決めアセンブリは、位置決め柱と、弾性部材とを含む。弾性部材は、位置決め柱に
套設され、位置決め柱は、弾性部材の弾力により、対応する位置決め孔の中に係合される
。
【００１４】
　本発明の１つの実施形態において、上述した各サブキーボードは、突出部を有する。各
サブキーボードは、対応する突出部を介して、対応するＬ型ガイド溝にスライド可能に配
置される。
【発明の効果】
【００１５】
　以上のように、本発明の実施形態のドッキングステーションは、スライドアセンブリが
上カバーと２つのサブキーボードを連接しているため、２つのサブキーボードと上カバー
を連動させることができる。そのため、使用者が上カバーをベースに相対して回動起立さ
せた時、同時に、２つのサブキーボードを連動させて、完全なキーボードに組み立てるこ
とができる。さらに、２つのサブキーボードを完全なキーボードに組み立てた後、使用者
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は、上カバーを引き続きベースに相対して回動起立させることができるため、各サブキー
ボードを引き続き対応するＬ型ガイド溝でスライドさせて、上カバーと完全なキーボード
の間の角度を変更することができ、これにより、快適な視角を得ることができる。上述し
た操作過程において、支持部材は、上カバーとベースの間を支持して、上カバーを安定し
て起立させるため、使用者は、上カバーを移動させるだけで他の部材を連動させることが
でき、操作過程を簡単にすることができる。したがって、本発明のドッキングステーショ
ンは、優れた操作便利性を有する。
【００１６】
　本発明の上記および他の目的、特徴、および利点をより分かり易くするため、図面と併
せた幾つかの実施形態を以下に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１（ａ）】本発明の１つの実施形態に係る折りたたみ式キーボードを有するドッキン
グステーションの概略的斜視図である。
【図１（ｂ）】図１（ａ）のドッキングステーションの概略的底面図である。
【図１（ｃ）】図１（ａ）のドッキングステーションの別の視角の概略的展開図である。
【図２（ａ）】サブキーボードが中間点にある時のドッキングステーションの概略的斜視
図である。
【図２（ｂ）】図２（ａ）のドッキングステーションの概略的底面図である。
【図２（ｃ）】図２（ａ）のドッキングステーションの概略的側面図である。
【図２（ｄ）】図２（ｂ）における線ＡＡ’に沿った概略的断面図である。
【図３（ａ）】サブキーボードが屈折点にある時のドッキングステーションの概略的斜視
図である。
【図３（ｂ）】図３（ａ）のドッキングステーションの概略的底面図である。
【図３（ｃ）】図３（ａ）のドッキングステーションの概略的側面図である。
【図３（ｄ）】図３（ｂ）における線ＢＢ’に沿った概略的断面図である。
【図４（ａ）】サブキーボードが終点にある時のドッキングステーションの概略的斜視図
である。
【図４（ｂ）】図４（ａ）のドッキングステーションの概略的底面図である。
【図４（ｃ）】図４（ａ）のドッキングステーションの概略的側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　図１（ａ）は、本発明の１つの実施形態に係る折りたたみ式キーボードを有するドッキ
ングステーションの概略的斜視図である。図１（ｂ）は、図１（ａ）のドッキングステー
ションの概略的底面図である。図１（ｃ）は、図１（ａ）のドッキングステーションの別
の視角の概略的展開図である。ここで、説明すべきこととして、図面を明確にするため、
以下の概略的底面図は、一部の部材を省略してある。図１（ａ）～図１（ｃ）を同時に参
照すると、本実施形態の折りたたみ式キーボードを有するドッキングステーション１００
は、タブレットＰＣやスマートフォン等の携帯型電子デバイス５０を支持するために用い
られ、使用者は、携帯している携帯型電子デバイス５０をドッキングステーション１００
にドッキングさせることによって、長時間持ち続けた時の不快感を回避することができる
。
【００１９】
　ドッキングステーション１００は、上カバー１１０と、ベース１２０と、支持部材１３
０と、スライドアセンブリ１４０と、サブキーボード１５０ａと、サブキーボード１５０
ｂと、下カバー１６０とを含む。ベース１２０は、シュート１２２、Ｌ型ガイド溝１２４
ａおよびＬ型ガイド溝１２４ｂを有する。シュート１２２は、Ｌ型ガイド溝１２４ａとＬ
型ガイド溝１２４ｂの間に配置される。支持部材１３０の一端は、上カバー１１０に枢接
され、他端は、ベース１２０に枢接される。スライドアセンブリ１４０は、シュート１２
２にスライド可能に配置され、上カバー１１０に枢接される。サブキーボード１５０ａは
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、Ｌ型ガイド溝１２４ａにスライド可能に配置され、サブキーボード１５０ｂは、Ｌ型ガ
イド溝１２４ｂにスライド可能に配置される。サブキーボード１５０ａおよびサブキーボ
ード１５０ｂは、スライドアセンブリ１４０に枢接される。下カバー１６０は、ベース１
２０を覆い、携帯型電子デバイス５０の底部全体を保護する。図１（ａ）の概略的斜視図
は、上カバー１１０が携帯型電子デバイス５０を支持し、且つベース１２０に相対して閉
じられている状態を示したものであり、携帯型電子デバイス５０の表示面５０ａを上カバ
ー１１０に露出させ、この時、サブキーボード１５０ａとサブキーボード１５０ｂを上カ
バー１１０とベース１２０の間に収納することによって、ドッキングステーション１００
の全体の体積を効果的に縮小することができる。
【００２０】
　図１（ａ）の状態において、使用者は、例えば、タッチ方式で携帯型電子デバイス５０
を操作することができる。使用者が入力インターフェースをキーボードに変更する必要が
ある場合、上カバー１１０をベース１２０に相対して回動起立させることにより、サブキ
ーボード１５０ａとサブキーボード１５０ｂを連動させて、完全なキーボード１５０に組
み立てることができる（図３（ａ）に示す）。本実施形態において、スライドアセンブリ
１４０は、上カバー１１０、サブキーボード１５０ａおよびサブキーボード１５０ｂを連
接しているため、上カバー１１０、サブキーボード１５０ａおよびサブキーボード１５０
ｂは、連動関係を有する。具体的に説明すると、上カバー１１０がベース１２０に相対し
て閉じられている状態（図１（ａ）に示す）から、スライドアセンブリ１４０を介してベ
ース１２０に相対して回動起立する状態に変更した時、上カバー１１０は、スライドアセ
ンブリ１４０をベース１２０のシュート１２２に相対してスライドさせ、同時に、サブキ
ーボード１５０ａとサブキーボード１５０ｂを連動させて、それぞれＬ型ガイド溝１２４
ａおよびＬ型ガイド溝１２４ｂにスライドさせるため、完全なキーボード１５０に組み立
てられる（図３（ａ）に示す）。注意すべきこととして、上カバー１１０がベース１２０
に相対して回動起立する過程において、支持部材１３０は、上カバー１１０を支持して、
上カバー１１０を安定して起立させるため、上カバー１１０が携帯型電子デバイス５０を
収納した後に重すぎて倒れるのを防ぐことができる。
【００２１】
　このように、上カバー１１０がベース１２０に相対して回動起立すると同時に、サブキ
ーボード１５０ａとサブキーボード１５０ｂを完全なキーボード１５０に組み立てること
ができるため、使用者の操作手順が簡易化される。さらに、サブキーボード１５０ａとサ
ブキーボード１５０ｂを完全なキーボード１５０に組み立てた後、上カバー１１０は、引
き続きベース１２０に相対して回動することができるため、スライドアセンブリ１４０が
シュート１２２においてスライドすることによって、サブキーボード１５０ａとサブキー
ボード１５０ｂをそれぞれＬ型ガイド溝１２４ａとＬ型ガイド溝１２４ｂに引き続きスラ
イドさせることができる。この時、上カバー１１０と完全なキーボード１５０の間の角度
を変更することにより（図４（ａ）に示す）、表示面５０ａの視角を調整することができ
る。つまり、本実施形態は、サブキーボード１５０ａとサブキーボード１５０ｂを完全な
キーボード１５０に組み立てた後、さらに上カバー１１０と完全なキーボード１５０の間
の角度を変更することもできる。
【００２２】
　本実施形態において、サブキーボード１５０ａは、突出部１５２ａを有し、サブキーボ
ード１５０ｂは、突出部１５２ｂを有する。サブキーボード１５０ａは、突出部１５２ａ
を介してＬ型ガイド溝１２４ａにスライド可能に配置され、サブキーボード１５０ｂは、
突出部１５２ｂを介してＬ型ガイド溝１２４ｂにスライド可能に配置される。Ｌ型ガイド
溝１２４ａおよびＬ型ガイド溝１２４ｂは、シュート１２２を対称線として対称配置され
る。Ｌ型ガイド溝１２４ａは、第１ガイド部１２４ａ‐１、屈折点Ｐ３ａおよび第２ガイ
ド部１２４ａ‐２を有し、屈折点Ｐ３ａは、第１ガイド部１２４ａ‐１および第２ガイド
部１２４ａ‐２を連接する。Ｌ型ガイド溝１２４ａは、さらに、起点Ｐ１ａ、中間点Ｐ２
ａおよび終点Ｐ４ａを有し、起点Ｐ１ａおよび中間点Ｐ２ａは、第１ガイド部１２４ａ‐
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１に配置され、終点Ｐ４ａは、第２ガイド部１２４ａ‐２に配置される。サブキーボード
１５０ａを図１（ａ）のように上カバー１１０とベース１２０の間に収納した時、突出部
１５２ａは、起点Ｐ１ａに配置され、図１（ｂ）の破線で示したように、突出部１５２ａ
は、中間点Ｐ２ａ、屈折点Ｐ３ａおよび終点Ｐ４ａに配置される。屈折点Ｐ３ａは、起点
Ｐ１ａと終点Ｐ４ａの間に配置され、第１ガイド部１２４ａ‐１と第２ガイド部１２４ａ
‐２を連接し、起点Ｐ１ａは、中間点Ｐ２ａと屈折点Ｐ３ａの間に配置される。第２ガイ
ド部１２４ａ‐２は、シュート１２２に平行である。Ｌ型ガイド溝１２４ａにおいて、屈
折点Ｐ３ａの回転角φａは直角であるが、別の実施形態において、回転角φａの角度は、
ドッキングステーション１００の大きさに応じて任意に調整してもよい。
【００２３】
　同様にして、Ｌ型ガイド溝１２４ｂは、第１ガイド部１２４ｂ‐１、屈折点Ｐ３ｂ、第
２ガイド部１２４ｂ‐２、起点Ｐ１ｂ、中間点Ｐ２ｂおよび終点Ｐ４ｂを有し、サブキー
ボード１５０ｂを図１（ａ）のようにカバー１１０とベース１２０の間に収納した時、突
出部１５２ｂは、起点Ｐ１ａに配置される。屈折点Ｐ３ｂは、起点Ｐ１ｂと終点Ｐ４ｂの
間に配置され、第１ガイド部１２４ｂ‐１と第２ガイド部１２４ｂ‐２を連接し、起点Ｐ
１ｂは、中間点Ｐ２ｂと屈折点Ｐ３ｂの間に配置される。説明すべきこととして、本実施
形態のＬ型ガイド溝１２４ａとＬ型ガイド溝１２４ｂは対称配置であることから、Ｌ型ガ
イド溝１２４ｂの第１ガイド部１２４ｂ‐１、屈折点Ｐ３ｂ、第２ガイド部１２４ｂ‐２
、起点Ｐ１ｂ、中間点Ｐ２ｂおよび終点Ｐ４ｂの配置および回転角φｂの角度は、Ｌ型ガ
イド溝１２４ａの説明を参照することができるため、ここでは繰り返し説明しない。
【００２４】
　上カバー１１０がスライドアセンブリ１４０を連動させてベース１２０に相対してスラ
イドし、サブキーボード１５０ａとサブキーボード１５０ｂを連動させた時、サブキーボ
ード１５０ａの突出部１５２ａがＬ型ガイド溝１２４ａの位置にあり、サブキーボード１
５０ｂの突出部１５２ｂがＬ型ガイド溝１２４ｂの位置にあることから、サブキーボード
１５０ａとサブキーボード１５０ｂの運動過程を２つの部分に分けることができる。サブ
キーボード１５０ａを例にして説明すると、第１部分は、突出部１５２ａが第１ガイド部
１２４ａ‐１に沿って屈折点Ｐ３ａにスライドする部分である。この時、突出部１５２ａ
は、起点Ｐ１ａから中間点Ｐ２ａを通過して屈折点Ｐ３ａにスライドし、サブキーボード
１５０ａがスライドすると同時にサブキーボード１５０ｂも回動して、完全なキーボード
１５０に組み立てられる。第２部分は、突出部１５２ａが屈折点Ｐ３ａから第２ガイド部
１２４ａ‐２に沿ってスライドすることのできる部分である。この時、突出部１５２ａは
、屈折点Ｐ３ａと終点Ｐ４ａの間でスライドし、サブキーボード１５０ａとサブキーボー
ド１５０ｂは、既に完全なキーボード１５０に組み立てられ、組み立てられた状態を維持
する。第２部分の運動過程において、上カバー１１０の完全なキーボード１５０に相対す
る角度は変化する。同様に、サブキーボード１５０ｂのＬ型ガイド溝１２４ｂにおける運
動過程も、２つの部分に分けることができるが、この部分は、サブキーボード１５０ａと
同じであるため、ここでは説明を省略する。
【００２５】
　本実施形態において、スライドアセンブリ１４０は、スライド軸１４２と、枢接部材１
４４とを含む。スライド軸１４２は、シュート１２２にスライド可能に配置される。枢接
部材１４４の一端は、上カバー１１０に枢接し、他端は、スライド軸１４２に連接する。
本実施形態において、サブキーボード１５０ａとサブキーボード１５０ｂは、スライド軸
１４２に套設され、上述した第１部分の運動過程において、スライド軸１４２に相対して
回動する。サブキーボード１５０ａは、複数の位置決め部１５４ａ‐１、１５４ａ‐２、
１５４ａ‐３および１５４ａ‐４を有し、サブキーボード１５０ｂは、複数の位置決め部
１５４ｂ‐１、１５４ｂ‐２、１５４ｂ‐３および１５４ｂ‐４を有する。位置決め部１
５４ａ‐１～１５４ｂ‐４は、例えば、位置決め孔である。
【００２６】
　ドッキングステーション１００は、さらに、位置決めアセンブリ１７０ａと位置決めア
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センブリ１７０ｂを含む。位置決めアセンブリ１７０ａと位置決めアセンブリ１７０ｂは
、例えば、係止部材によりベース１２０の底部に固設され、下カバー１６０とベース１２
０の間に配置される。位置決めアセンブリ１７０ａは、サブキーボード１５０ａに対応し
て設置され、位置決めアセンブリ１７０ｂは、サブキーボード１５０ｂに対応して設置さ
れる。詳しく説明すると、位置決めアセンブリ１７０ａは、位置決め柱１７２ａと、バネ
等の弾性部材１７４ａとを含む。同様に、位置決めアセンブリ１７０ｂは、位置決め柱１
７２ｂと、バ弾性部材１７４ｂとを含む。弾性部材１７４ａは、位置決め柱１７２ａに套
設され、弾性部材１７４ｂは、位置決め柱１７２ｂに套設される。
【００２７】
　位置決めアセンブリ１７０ａは、対応する位置決め部１５４ａ‐１、１５４ａ‐２、１
５４ａ‐３および１５４ａ‐４に選択的に係合され、位置決めアセンブリ１７０ｂは、対
応する位置決め部１５４ｂ‐１、１５４ｂ‐２、１５４ｂ‐３および１５４ｂ‐４に選択
的に係合される。詳しく説明すると、サブキーボード１５０ａとサブキーボード１５０ｂ
を上カバー１１０とベース１２０の間に収納した時（図１（ａ）に示す）、あるいは、サ
ブキーボード１５０ａとサブキーボード１５０ｂを完全なキーボード１５０に組み立てた
時（図３（ａ）および図４（ａ）に示す）、位置決めアセンブリ１７０ａは、位置決め部
１５４ａ‐１、１５４ａ‐２、１５４ａ‐３および１５４ａ‐４のうちの１つに係合され
、位置決めアセンブリ１７０ｂは、位置決め部１５４ｂ‐１、１５４ｂ‐２、１５４ｂ‐
３および１５４ｂ‐４のうちの１つに係合される。例を挙げて説明すると、図１（ｂ）に
示すように、位置決めアセンブリ１７０ａと位置決めアセンブリ１７０ｂは、突出部１５
２ａが起点Ｐ１ａにあり、突出部１５２ｂが起点Ｐ１ｂにある時、それぞれ位置決め部１
５４ａ‐１と位置決め部１５４ｂ‐１に係合されるため、サブキーボード１５０ａとサブ
キーボード１５０ｂをベース１２０に固定することができる。
【００２８】
　以下、図面を参照しながら、ドッキングステーション１００の上カバー１１０がサブキ
ーボード１５０ａとサブキーボード１５０ｂを連動させて完全なキーボード１５０に組み
立てるプロセス、さらに、完全なキーボード１５０と上カバー１１０の間の角度を変更す
るプロセスについて説明する。
【００２９】
　図２（ａ）は、サブキーボードが中間点にある時のドッキングステーションの概略的斜
視図である。図２（ｂ）は、図２（ａ）のドッキングステーションの概略的底面図である
。図２（ｃ）は、図２（ａ）のドッキングステーションの概略的側面図である。図２（ａ
）～図２（ｃ）を同時に参照すると、上カバー１１０が図１（ａ）の状態からベース１２
０に相対して図２（ａ）の状態に回動起立した時、上カバー１１０は、スライドアセンブ
リ１４０を連動させてベース１２０に相対してスライドし、サブキーボード１５０ａとサ
ブキーボード１５０ｂを連動させるため、サブキーボード１５０ａの突出部１５２ａが第
１ガイド部１２４ａ‐１に沿ってスライドして、図１（ｂ）の起点Ｐ１ａから図２（ｂ）
の中間点Ｐ２ａにスライドする。同様に、サブキーボード１５０ｂの突出部１５２ｂは、
第１ガイド部１２４ｂ‐１に沿ってスライドして、図１（ｂ）の起点Ｐ１ｂから図２（ｂ
）の中間点Ｐ２ｂにスライドする。この時、サブキーボード１５０ａとサブキーボード１
５０ｂが同時に回動して、支持部材１３０が上カバー１１０とベース１２０の間を支持す
るため、携帯型電子デバイス５０を安定して起立させることができる。注意すべきことと
して、この状態において、突出部１５２ａと突出部１５２ｂは、互いに離れている。
【００３０】
　図２（ｄ）は、図２（ｂ）における線ＡＡ’に沿った概略的断面図である。サブキーボ
ード１５０ａが中間点Ｐ２ａにスライドした時、サブキーボード１５０ａは、位置決めア
センブリ１７０ａを押し出す。具体的に説明すると、サブキーボード１５０ａは、対応す
る位置決め柱１７２ａを押し出すため、位置決め柱１７２ａは、弾性部材１７４ａを沈下
させて圧縮する。同様に、サブキーボード１５０ｂは、位置決めアセンブリ１７０ｂを押
し出す。これにより、位置決めアセンブリ１７０ａは、図１（ｂ）に示した位置決め部１
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５４ａ‐１を離脱し、位置決めアセンブリ１７０ｂは、図１（ｂ）に示した位置決め部１
５４ｂ‐１を離脱することができる。
【００３１】
　図３（ａ）は、サブキーボードが屈折点にある時のドッキングステーションの概略的斜
視図である。図３（ｂ）は、図３（ａ）のドッキングステーションの概略的底面図である
。図３（ｃ）は、図３（ａ）のドッキングステーションの概略的側面図である。図３（ａ
）～図３（ｃ）を同時に参照すると、上カバー１１０が図２（ａ）の位置からベース１２
０に相対して図３（ａ）の状態に回動起立した時、サブキーボード１５０ａの突出部１５
２ａは、第１ガイド部１２４ａ‐１に沿ってスライドして、図２（ｂ）の中間点Ｐ２ａか
ら図３（ｂ）の屈折点Ｐ３ａにスライドする。同様に、サブキーボード１５０ｂの突出部
１５２ｂは、第１ガイド部１２４ｂ‐１に沿ってスライドして、図２（ｂ）の中間点Ｐ２
ｂから図３（ｂ）の屈折点Ｐ３ｂにスライドする。この時、サブキーボード１５０ａとサ
ブキーボード１５０ｂは、完全なキーボード１５０に組み立てられ、上カバー１１０と完
全なキーボード１５０の間の角度は、θ１である。この状態において、使用者は、完全な
キーボード１５０を入力インターフェースとして使用して、文書操作等を行うことができ
る。注意すべきこととして、この状態において、突出部１５２ａと突出部１５２ｂは、互
いに近づいている。
【００３２】
　図３（ｄ）は、図３（ｂ）における線ＢＢ’に沿った概略的断面図である。サブキーボ
ード１５０ａとサブキーボード１５０ｂが完全なキーボード１５０に組み立てられた時、
位置決めアセンブリ１７０ａは、サブキーボード１５０ａの位置決め部１５４ａ‐２に係
合され、位置決めアセンブリ１７０ｂは、サブキーボード１５０ｂの位置決め部１５４ｂ
‐２に係合される。図３（ｄ）に示した位置決めアセンブリ１７０ａを例に挙げると、位
置決め柱１７２ａは、弾性部材１７４ａの弾力によって上昇し、サブキーボード１５０ａ
の位置決め部１５４ａ‐２内に係合される。これにより、完全なキーボード１５０をベー
ス１２０に固定することができる。
【００３３】
　図４（ａ）は、サブキーボードが終点にある時のドッキングステーションの概略的斜視
図である。図４（ｂ）は、図４（ａ）のドッキングステーションの概略的底面図である。
図４（ｃ）は、図４（ａ）のドッキングステーションの概略的側面図である。サブキーボ
ード１５０ａとサブキーボード１５０ｂが完全なキーボード１５０に組み立てられた後、
使用者が携帯型電子デバイス５０の表示面５０ａの傾斜角を調整する必要がある場合、上
カバー１１０を図３（ａ）の位置から引き続きベース１２０に相対して図４（ａ）の状態
に回動起立させることにより、サブキーボード１５０ａの突出部１５２ａは、図３（ｂ）
の屈折点Ｐ３ａから第２ガイド部１２４ａ‐２に沿って図４（ｂ）の終点Ｐ４ａにスライ
ドする。同様に、サブキーボード１５０ｂの突出部１５２ｂは、図３（ｂ）の屈折点Ｐ３
ｂから第２ガイド部１２４ｂ‐２に沿って図４（ｂ）の終点Ｐ４ｂにスライドする。この
時、上カバー１１０と完全なキーボード１５０の間の角度は、θ２に変わる。
【００３４】
　この時、位置決めアセンブリ１７０ａおよび１７０ｂは、それぞれ対応する位置決め部
１５４ａ‐４および１５４ｂ‐４内に係合されるため、完全なキーボード１５０をベース
１２０に相対して固定させることができる。説明すべきこととして、サブキーボード１５
０ａは、屈折点Ｐ３ａと終点Ｐ４ａの間の任意の位置でスライドすることができ、サブキ
ーボード１５０ｂは、屈折点Ｐ３ｂと終点Ｐ４ｂの間の任意の位置でスライドすることが
できるため、完全なキーボード１５０と上カバー１１０の間の角度をθ１とθ２の間で調
整することができ、さらに、位置決めアセンブリ１７０ａと位置決めアセンブリ１７０ｂ
を介して完全なキーボード１５０を固定することができる。例えば、位置決めアセンブリ
１７０ａが図１（ｃ）の位置決め部１５４ａ‐３に係合され、位置決めアセンブリ１７０
ｂが図１（ｃ）の位置決め部１５４ｂ‐３に係合されている時、完全なキーボード１５０
と上カバー１１０の間の角度は、θ１とθ２の間である。もちろん、本発明は位置決め部
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の数を限定しないため、位置決め部の数は、上カバー１１０と完全なキーボード１５０の
間の調整可能な角度の数に基づいて変更可能である。
【００３５】
　使用者が完全なキーボード１５０を使用する必要がない時、上述した図２（ａ）～図４
（ａ）のステップを逆に操作するだけで、完全なキーボード１５０をサブキーボード１５
０ａとサブキーボード１５０ｂに分解して、上カバー１１０とベース１２０の間に収納す
ることができる。
【００３６】
　以上のように、本発明の実施形態のドッキングステーションは、スライドアセンブリが
上カバーと２つのサブキーボードを連接しているため、２つのサブキーボードと上カバー
を連動させることができる。そのため、使用者が上カバーをベースに相対して回動起立さ
せた時、同時に、２つのサブキーボードを連動させて完全なキーボードに組み立てること
ができる。さらに、２つのサブキーボードを完全なキーボードに組み立てた後、使用者は
、上カバーを引き続きベースに相対して回動起立させることができるため、各サブキーボ
ードを引き続き対応するＬ型ガイド溝でスライドさせて、上カバーと完全なキーボードの
間の角度を変えることができ、これにより、快適な視角を得ることができる。上述した操
作過程において、支持部材は、上カバーとベースの間を支持して、上カバーを安定して起
立させるため、使用者は、上カバーを移動させるだけで他の部材を連動させることができ
、操作過程を簡単にすることができる。したがって、本発明のドッキングステーションは
、優れた操作便利性を有する。
【００３７】
　さらに、使用者が上カバーと完全なキーボードの間の角度を調整した時、ドッキングス
テーションの位置決めアセンブリが対応するサブキーボードの位置決め部に係合されるた
め、各サブキーボードをベースに固定することができる。位置決め部の数は、上カバーと
完全なキーボードの間の調整可能な角度の数に基づいて変更可能であるため、本発明の実
施形態のドッキングステーションは、優れた設計弾性を有する。
【００３８】
　以上のごとく、この発明を実施形態により開示したが、もとより、この発明を限定する
ためのものではなく、当業者であれば容易に理解できるように、この発明の技術思想の範
囲内において、適当な変更ならびに修正が当然なされうるものであるから、その特許権保
護の範囲は、特許請求の範囲および、それと均等な領域を基準として定めなければならな
い。
【符号の説明】
【００３９】
５０　携帯型電子デバイス
５０ａ　表示面
１００　ドッキングステーション
１１０　上カバー
１２０　ベース
１２２　シュート
１２４ａ、１２４ｂ　Ｌ型ガイド溝
１２４ａ‐１、１２４ｂ‐１　第１ガイド部
１２４ａ‐２、１２４ｂ‐２　第２ガイド部
１３０　支持部材
１４０　スライドアセンブリ
１４２　スライド軸
１４４　枢接部材
１５０　完全なキーボード
１５０ａ、１５０ｂ　サブキーボード
１５２ａ、１５２ｂ　突出部
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１５４ａ‐１、１５４ａ‐２、１５４ａ‐３、１５４ａ‐４、１５４ｂ‐１、１５４ｂ‐
２、１５４ｂ‐３、１５４ｂ‐４　位置決め部
１６０　下カバー
１７０ａ、１７０ｂ　位置決めアセンブリ
１７２ａ、１７２ｂ　位置決め柱
１７４ａ、１７４ｂ　弾性部材
Ｐ１ａ、Ｐ１ｂ　起点
Ｐ２ａ、Ｐ２ｂ　中間点
Ｐ３ａ、Ｐ３ｂ　屈折点
Ｐ４ａ、Ｐ４ｂ　終点
φａ、φｂ　回転角
θ１、θ２　角度
 
 

【図１（ａ）】 【図１（ｂ）】
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【図２（ｂ）】 【図２（ｃ）】
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【図３（ｂ）】 【図３（ｃ）】
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【図３（ｄ）】 【図４（ａ）】

【図４（ｂ）】 【図４（ｃ）】
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